
人事給与関係帳票印刷業務委託仕様書 

 

１ 総則 

(1)   目的 

本仕様書は、人事給与関係帳票の印刷及び配送に関し、業務の委託者（以下、「甲」

という。）と受託者（以下、「乙」という。）が委託契約書に基づき、乙が履行しな

ければならない業務について必要な事項を定める。 

 

(2)   適用 

    本仕様書は、業務の実施内容について示すものであるが、業務の性格上、当然実施

しなければならないものはもちろん、この仕様書に記載のない事項であっても、甲と

乙が協議して定めた業務はこれを遵守するとともに乙の職員に周知徹底し、業務の遂

行にあたらせなければならない。 

 

２ 契約期間 

令和８年５月１日から令和９年３月３１日とする。 

 

３ 業務内容 

   委託する主な業務内容は以下のとおりとする。 

  （１）人事給与関係帳票の印刷 

    ・帳票データは富士通製電子帳票システムである「Interstage List Works」 

     （以下 List Works という。）で管理しているため、乙は List Works の使

用方法に精通していること。 

    ・甲は印刷を依頼する際に、乙に業務指示書（様式１）を送付する。 

    ・乙は、甲の指示に基づき、豊の国 IaaS（以下 IaaS という。）に設置されて

いるサーバーに通信し、List Works 内の印刷帳票を確認する。 

    ・乙は、甲から貸出を受けた端末でのみ IaaS に通信するものとする。 

    ・乙は、甲が用意した専用設計用紙等に帳票データを印刷する。 

    ※別図参照 

  （２）印刷した帳票の裁断、仕分け 

    ・連続帳票については１帳票毎に裁断を行う。その他の詳細な裁断箇所につ 

     いては別紙業務対象帳票一覧参照。 

    ・別紙業務対象帳票一覧に記載されている業務担当課毎に仕分けを行う。 

  （３）帳票の配送 

    ・別紙業務対象帳票一覧の納入期日までに、甲の指定した場所へ配送を行う。 

    ・依頼した帳票に不備がないかについて、甲の担当者の確認を受ける。 

 

 



 

 

４ 帳票情報の通信環境 

 通信環境については、乙の費用負担により、甲が IaaS に設置しているサーバーに通

信できる専用回線を整備しなければならない。通信方法については IaaS 管理業者と協

議し、契約締結後速やかに書面を甲へ提出し、甲の承認を得て決定する。 

 

５ 帳票出力専用ＰＣ 

 業務に使用する帳票出力専用ＰＣ（以下、貸出端末という。）については甲が準備

した物を貸与する。 

乙は、業務に従事する際は貸出端末を利用し、他の端末は利用してはならず、業務

従事者以外は貸出端末を利用してはならない。乙は、甲から借受けた貸出端末に関し

て、使用時以外は施錠できるキャビネットに保管する等の適正な管理をする。 

乙は業務完了後、すみやかに貸出端末を甲へ返却する。 

  

６ 業務実施場所  

 乙の業務実施場所についてはセキュリティの観点から２４時間監視、施錠されてお

り、入退室者が管理されているものとする。 

  

７ 各種帳票の発注日及び納入日、納入場所、数量 

   基本的なスケジュールについては以下のとおり。 

    ①納入日の前日午前９時までに、甲が乙に業務指示書を送付。 

    ②乙は納入日午前１０時までに、甲が指示する場所に納入する。 

   発注予定数量等は別紙業務対象帳票一覧のとおり。 



   詳細なスケジュールについては甲、乙協議のうえ決定し、乙は決定した月間計画を、

契約締結後速やかに甲へ提出する。 

   委託件数については過去の実績を基に算定したものであるため、増減が発生する可

能性があるが、契約金額は据え置くものとする。 

   

８ 配送方法 

   個人情報が含まれた帳票を扱うため、乙の職員が直接配送、若しくは配送業者の施

錠できる機材に入れて配送する等のセキュリティが担保されたサービスを利用するこ

と。配送業者を利用する際は、乙は甲に対し業者名及び配送方法の情報を書面にて事

前に甲へ提出し、甲の承認を受けるものとする。 

   

９ 納品及び検査 

   乙は、甲が定める期日までに甲が指定した場所に甲が依頼した帳票を納入しなけれ

ばならない。乙は、納入した際に甲の検査を受けるものとする。検査に合格しないと

きは、乙は速やかに修正を行い、再度甲の検査を受けなければならない。乙は、甲が

指示する期限内に納入を完了することができないと予想される事由が発生したとき

は、直ちにその事由及び納入時間の見込みを報告して甲の指示を受けるものとする。 

 

１０ 印刷用紙 

 印刷用紙については甲が調達し、乙は甲が指定する日時、場所で乙が業務に必要な

数量を受領し、乙はこれを適正に保管する。 


